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Ｑ． 

インドネシア子会社に対して、ドル建の親子ローンにより、10年以上資金供給

をしています。今般、子会社で 5,000万円相当の設備投資を行うこととなったの

ですが、親会社への依存体質から脱却させるため、信用金庫のクロスボーダーロ

ーンによる資金調達も検討しています。現地の借入規制について教えてくださ

い。（製造業） 

 

Ａ． 

インドネシアにおける外貨建対外借入規制「ＫＰＰＫ規制」は、親子ローン・

金融機関借入の種類を問わず適用されます。ＫＰＰＫ規制で最もネックとされる

外部格付取得義務については、リファイナンスでの対応や国際協力銀行（ＪＢＩ

Ｃ）の保証付借入スキームによって免除されます。 

 

 

 

こちらは信用金庫とそのお取引先向けとさせて頂いております。 

ご覧になりたい場合は、お近くの信用金庫（検索はこちら）までご相談ください。 

 続きを読む  

https://www.shinkin-central-bank.jp/cgi-bin/s/index.cgi
https://shinkin-overseas.jp/upload_file/m008-m008_03/26_IDN_Financing.pdf

